
- 1 -

内

閣

府
、
総

務

省
、
法

務

省
、

令
第
二
号

○
外

務

省
、
財

務

省
、
文
部
科
学
省
、

厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、

国
土
交
通
省
、
環

境

省
、
防

衛

省

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
二
百
七
十
二
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
等
の
報
告
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

鈴
木

淳
司

法
務
大
臣

小
泉

龍
司

外
務
大
臣

上
川

陽
子

財
務
大
臣

鈴
木

俊
一

文
部
科
学
大
臣

盛
山

正
仁
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厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

農
林
水
産
大
臣

宮
下

一
郎

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

環
境
大
臣

伊
藤
信
太
郎

防
衛
大
臣

木
原

稔

温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
等
の
報
告
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

内

閣

府
、
総

務

省
、
法

務

省
、

外

務

省
、
財

務

省
、
文
部
科
学
省
、

温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
等
の
報
告
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
八
年

令

厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、

国
土
交
通
省
、
環

境

省

第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
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規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
新
た
に
追
加
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
用
語
）

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
命
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
地
球

第
一
条

こ
の
命
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
地
球

温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

い
う
。
）
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用

律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用

す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
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に
よ
る
。

に
よ
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

「
非
化
石
電
源
二
酸
化
炭
素
削
減
相
当
量
」
と
は

七

「
非
化
石
電
源
二
酸
化
炭
素
削
減
相
当
量
」
と
は

、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業

、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業

者
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
及
び
化

者
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
及
び
化

石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す

石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二

る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
。
第
四

条
第
二
項
に
規
定
す
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
い

条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
高
度
化
法
」
と
い
う
。

う
。
）
を
電
気
に
変
換
す
る
こ
と
に
よ
り
削
減
が
さ

）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー

れ
た
二
酸
化
炭
素
の
量
と
し
て
、
環
境
大
臣
及
び
経

源
を
い
う
。
）
を
電
気
に
変
換
す
る
こ
と
に
よ
り
削

済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。

減
が
さ
れ
た
二
酸
化
炭
素
の
量
と
し
て
、
環
境
大
臣

及
び
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。

八

（
略
）

八

（
略
）



- 5 -

（
報
告
の
方
法
等
）

（
報
告
の
方
法
等
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

の
報
告
は
、
算
定
省
令
別
表
第
一
の
二
九
の
項
か
ら
三

五
の
項
ま
で
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
ご
と
に
特
定
事

業
所
排
出
者
に
お
い
て
行
わ
れ
た
当
該
燃
料
の
使
用
に

伴
っ
て
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素
の
量
を
合
算
す
る
方
法

に
よ
り
算
定
さ
れ
る
当
該
物
質
の
排
出
量
に
一
を
乗
じ

て
得
た
量
及
び
当
該
特
定
事
業
所
排
出
者
に
お
い
て
行

わ
れ
た
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
方
法

に
よ
り
算
定
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
伴
っ
て
発
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生
す
る
当
該
物
質
の
量
（
算
定
省
令
別
表
第
一
の
二
九

の
項
か
ら
三
五
の
項
ま
で
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
燃
料
の

使
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
当
該
物
質
の
量
を
除
く
。
）

に
一
を
乗
じ
て
得
た
量
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
行
う
も

の
と
す
る
。

６

第
二
項
第
五
号
及
び
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

５

第
二
項
第
五
号
及
び
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

の
報
告
は
、
特
定
事
業
所
排
出
者
に
お
い
て
行
わ
れ
た

の
報
告
は
、
特
定
事
業
所
排
出
者
に
お
い
て
行
わ
れ
た

廃
棄
物
の
焼
却
（
熱
回
収
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

次
の
各
号
に
掲
げ
る
二
酸
化
炭
素
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号

用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
排
出
を
伴

）
第
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
熱
回
収
を
い

う
事
業
活
動
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
量
を

う
。
）
を
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

合
算
す
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
当
該
物
質
の
排
出

同
じ
。
）
に
伴
っ
て
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素
（
エ
ネ
ル

量
に
一
を
乗
じ
て
得
た
量
及
び
当
該
特
定
事
業
所
排
出

ギ
ー
の
使
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の

者
に
お
い
て
行
わ
れ
た
令
別
表
第
七
の
中
欄
に
掲
げ
る
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排
出
量
に
一
を
乗
じ
て
得
た
量
及
び
当
該
特
定
事
業
所

当
該
物
質
の
排
出
を
伴
う
事
業
活
動
（
次
の
各
号
に
掲

排
出
者
に
お
い
て
行
わ
れ
た
令
別
表
第
七
の
中
欄
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に

げ
る
当
該
物
質
の
排
出
を
伴
う
事
業
活
動
（
廃
棄
物
の

掲
げ
る
量
（
当
該
各
号
に
定
め
る
量
を
除
く
。
）
を
合

焼
却
を
除
く
。
）
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

算
す
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
当
該
物
質
の
排
出
量

る
量
（
廃
棄
物
の
焼
却
に
伴
っ
て
発
生
す
る
当
該
物
質

に
一
を
乗
じ
て
得
た
量
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
行
う
も

の
量
を
除
く
。
）
を
合
算
す
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ

の
と
す
る
。

る
当
該
物
質
の
排
出
量
に
一
を
乗
じ
て
得
た
量
の
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

一

廃
棄
物
の
焼
却
（
当
該
廃
棄
物
が
燃
料
（
廃
棄
物

燃
料
を
除
く
。
）
に
代
え
て
燃
焼
の
用
に
供
さ
れ
る

場
合
に
限
る
。
）
又
は
算
定
省
令
第
三
条
第
十
三
項

各
号
に
掲
げ
る
用
途
へ
の
使
用

令
別
表
第
七
の
六

の
項
の
下
欄
の
イ
に
掲
げ
る
量
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（
削
る
）

二

廃
棄
物
燃
料
の
使
用

令
別
表
第
七
の
六
の
項
の

下
欄
の
ロ
に
掲
げ
る
量

７
～
９

（
略
）

６
～
８

（
略
）

第
四
条
の
二

前
条
第
二
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
に

第
四
条
の
二

前
条
第
二
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
に

掲
げ
る
事
項
の
報
告
は
、
国
内
認
証
排
出
削
減
量
及
び

掲
げ
る
事
項
の
報
告
は
、
国
内
認
証
排
出
削
減
量
及
び

海
外
認
証
排
出
削
減
量
の
種
別
、
数
量
及
び
識
別
番
号

海
外
認
証
排
出
削
減
量
の
種
別
、
数
量
及
び
識
別
番
号

、
算
定
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
事
業
活
動
に
伴
い

、
非
化
石
証
書
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
エ

使
用
さ
れ
た
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
電
気
の
量
に
第
二

ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー

十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
調
整
後
排
出
係
数
の
う

原
料
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

ち
当
該
電
気
を
供
給
す
る
電
気
事
業
者
（
電
気
事
業
法

（
平
成
二
十
二
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
三
号
）
第
四

（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
非
化
石
証
書
を
い
う
。

第
三
号
に
規
定
す
る
小
売
電
気
事
業
者
及
び
同
項
第
九

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
別
、
非
化
石
証
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号
に
規
定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ

書
に
係
る
電
力
の
量
及
び
算
定
排
出
量
算
定
期
間
に
お

の
項
及
び
第
二
十
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

い
て
事
業
活
動
に
伴
い
使
用
さ
れ
た
他
人
か
ら
供
給
さ

の
も
の
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
、
算
定
排
出
量
算
定
期

れ
た
電
気
の
量
の
う
ち
電
気
事
業
者
（
高
度
化
法
第
二

間
に
お
い
て
事
業
活
動
に
伴
い
使
用
さ
れ
た
他
人
か
ら

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
電
気
事
業
者
を
い
う
。
以

供
給
さ
れ
た
算
定
省
令
第
二
条
第
六
項
第
一
号
に
定
め

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
小
売
供
給
の
用

る
熱
の
量
に
同
号
に
定
め
る
係
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る

に
供
す
る
電
気
と
し
て
供
給
さ
れ
た
も
の
の
量
に
調
整

量
及
び
算
定
排
出
量
算
定
期
間
に
お
い
て
事
業
活
動
に

後
排
出
係
数
（
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
調
整
後
排

伴
い
使
用
さ
れ
た
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
同
項
第
二
号

出
係
数
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
電
気
を
供
給
す
る
電

に
定
め
る
熱
の
量
に
第
二
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す

気
事
業
者
の
も
の
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
そ
の
他
調
整

る
調
整
後
排
出
係
数
の
う
ち
当
該
熱
を
供
給
す
る
熱
供

後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
算
定
に
必
要
な
情
報
に
つ

給
事
業
者
（
熱
供
給
事
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第

い
て
の
事
業
所
管
大
臣
に
対
す
る
説
明
と
併
せ
て
行
う

八
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
熱
供
給
事
業

も
の
と
す
る
。

者
を
い
う
。
第
二
十
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
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）
の
も
の
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ

る
量
、
非
化
石
証
書
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル

ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
平
成
二
十
二
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
三
号
）

第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
非
化
石
証
書
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
別
、
非
化

石
証
書
に
係
る
電
力
の
量
、
算
定
排
出
量
算
定
期
間
に

お
い
て
事
業
活
動
に
伴
い
使
用
さ
れ
た
他
人
か
ら
供
給

さ
れ
た
電
気
の
量
の
う
ち
電
気
事
業
者
又
は
登
録
特
定

送
配
電
事
業
者
（
電
気
事
業
法
第
二
十
七
条
の
十
九
第

一
項
に
規
定
す
る
登
録
特
定
送
配
電
事
業
者
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
小
売
供
給
の
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用
に
供
す
る
電
気
と
し
て
供
給
さ
れ
た
も
の
の
量
に
第

二
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
調
整
後
排
出
係
数
の

う
ち
当
該
電
気
を
供
給
す
る
電
気
事
業
者
又
は
登
録
特

定
送
配
電
事
業
者
の
も
の
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
そ
の

他
調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
算
定
に
必
要
な
情

報
に
つ
い
て
の
事
業
所
管
大
臣
に
対
す
る
説
明
と
併
せ

て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
算
定
方
法
又
は
係
数
を
用
い
て
温

第
五
条

次
に
掲
げ
る
算
定
方
法
又
は
係
数
を
用
い
て
温

室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
を
算
定
し
た
特
定
事
業
所
排

室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
を
算
定
し
た
特
定
事
業
所
排

出
者
が
行
う
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報

出
者
が
行
う
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
は
、
当
該
算
定
方
法
又
は
係
数
に
つ
い
て
の
事
業
所

告
は
、
当
該
算
定
方
法
又
は
係
数
に
つ
い
て
の
事
業
所
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管
大
臣
に
対
す
る
説
明
と
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

管
大
臣
に
対
す
る
説
明
と
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
及
び
別
表
第
七
か

一

令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
及
び
⑶
並
び
に
別

ら
別
表
第
十
三
ま
で
の
下
欄
に
定
め
る
算
定
方
法
又

表
第
七
か
ら
別
表
第
十
三
ま
で
の
下
欄
に
定
め
る
算

は
係
数
と
異
な
る
算
定
方
法
又
は
係
数

定
方
法
又
は
係
数
と
異
な
る
算
定
方
法
又
は
係
数

二

算
定
省
令
第
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項

二

算
定
省
令
第
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

並
び
に
第
三
条
か
ら
第
八
条
の
二
ま
で
に
定
め
る
算

第
六
項
並
び
に
第
三
条
か
ら
第
八
条
の
二
ま
で
に
定

定
方
法
又
は
係
数
と
異
な
る
算
定
方
法
又
は
係
数

め
る
算
定
方
法
又
は
係
数
と
異
な
る
算
定
方
法
又
は

係
数

三

算
定
省
令
第
二
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項

三

算
定
省
令
第
二
条
第
四
項
に
定
め
る
係
数

第
二
号
に
定
め
る
係
数

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
十
四
条

次
に
掲
げ
る
算
定
方
法
又
は
係
数
を
用
い
て

第
十
四
条

次
に
掲
げ
る
算
定
方
法
又
は
係
数
を
用
い
て
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温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
を
算
定
し
た
特
定
輸
送
排

温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
を
算
定
し
た
特
定
輸
送
排

出
者
が
行
う
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報

出
者
が
行
う
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
は
、
当
該
算
定
方
法
又
は
係
数
に
つ
い
て
の
事
業
所

告
は
、
当
該
算
定
方
法
又
は
係
数
に
つ
い
て
の
事
業
所

管
大
臣
に
対
す
る
説
明
と
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

管
大
臣
に
対
す
る
説
明
と
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
及
び
ハ
⑵
並
び
に

一

令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
及
び
ハ
並
び
に
算

算
定
省
令
第
九
条
第
一
号
に
定
め
る
算
定
方
法
と
異

定
省
令
第
九
条
第
一
号
に
定
め
る
算
定
方
法
と
異
な

な
る
算
定
方
法

る
算
定
方
法

二

算
定
省
令
第
二
条
第
三
項
及
び
第
五
項
に
定
め
る

二

算
定
省
令
第
二
条
第
四
項
に
定
め
る
係
数

係
数

三

算
定
省
令
第
二
条
第
四
項
に
定
め
る
係
数
と
異
な

三

算
定
省
令
第
二
条
第
六
項
及
び
第
七
項
に
定
め
る

る
係
数

係
数
と
異
な
る
係
数

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
調
整
後
排
出
係
数
の
公
表
）

（
調
整
後
排
出
係
数
の
公
表
）

第
二
十
条
の
二

環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
事

第
二
十
条
の
二

環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
事

業
者
が
行
う
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の

業
者
が
行
う
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の

削
減
等
に
寄
与
す
る
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
電
気
事

削
減
等
に
寄
与
す
る
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
電
気
事

業
者
ご
と
に
調
整
後
排
出
係
数
（
他
人
か
ら
供
給
さ
れ

業
者
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十

た
電
気
の
使
用
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
程
度
を

号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
小
売
電
気
事

示
す
係
数
で
あ
っ
て
、
電
気
事
業
者
に
お
け
る
国
内
認

業
者
及
び
同
項
第
九
号
に
規
定
す
る
一
般
送
配
電
事
業

証
排
出
削
減
量
、
海
外
認
証
排
出
削
減
量
及
び
非
化
石

者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に

電
源
二
酸
化
炭
素
削
減
相
当
量
の
う
ち
適
切
と
認
め
ら

調
整
後
排
出
係
数
（
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
電
気
の
使

れ
る
も
の
の
取
得
等
を
反
映
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下

用
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
程
度
を
示
す
係
数
で

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
調
整
後
排
出
係

あ
っ
て
、
電
気
事
業
者
に
お
け
る
国
内
認
証
排
出
削
減

数
を
求
め
る
た
め
に
必
要
と
な
っ
た
情
報
を
収
集
す
る

量
及
び
海
外
認
証
排
出
削
減
量
の
う
ち
適
切
と
認
め
ら

と
と
も
に
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
、
当
該
調
整
後
排
出

れ
る
も
の
の
取
得
等
を
反
映
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
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係
数
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
調
整
後
排
出
係

数
を
求
め
る
た
め
に
必
要
と
な
っ
た
情
報
を
収
集
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
、
当
該
調
整
後
排
出

係
数
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２

環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
事
業
者
が
行
う

（
新
設
）

他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
等
に
寄

与
す
る
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
ガ
ス
事
業
者
（
ガ
ス

事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
条

第
三
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
小
売
事
業
者
及
び
同
条
第
六

項
に
規
定
す
る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
調
整
後
排
出
係
数

（
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
都
市
ガ
ス
の
使
用
に
伴
う
二

酸
化
炭
素
の
排
出
の
程
度
を
示
す
係
数
で
あ
っ
て
、
ガ
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ス
事
業
者
に
お
け
る
国
内
認
証
排
出
削
減
量
及
び
海
外

認
証
排
出
削
減
量
の
う
ち
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の

取
得
等
を
反
映
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
調
整
後
排
出
係
数
を
求
め
る

た
め
に
必
要
と
な
っ
た
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
内
容
を
確
認
し
、
当
該
調
整
後
排
出
係
数
を
公
表

す
る
も
の
と
す
る
。

３

環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
事
業
者
が
行
う

（
新
設
）

他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
等
に
寄

与
す
る
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
熱
供
給
事
業
者
ご
と

に
調
整
後
排
出
係
数
（
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
熱
の
使

用
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
程
度
を
示
す
係
数
で

あ
っ
て
、
熱
供
給
事
業
者
に
お
け
る
国
内
認
証
排
出
削
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減
量
、
海
外
認
証
排
出
削
減
量
及
び
非
化
石
電
源
二
酸

化
炭
素
削
減
相
当
量
の
う
ち
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の

の
取
得
等
を
反
映
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
調
整
後
排
出
係
数
を
求
め

る
た
め
に
必
要
と
な
っ
た
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も
に

、
そ
の
内
容
を
確
認
し
、
当
該
調
整
後
排
出
係
数
を
公

表
す
る
も
の
と
す
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
命
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
以
降
の
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
等
の
報
告
等
に
関
す
る
命
令
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
報
告
命
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条

第
二
項
第
四
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
及
び
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
地
球
温
暖
化
対

策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
前
に
報
告
命
令
第
三
条
各
号
に
規
定
す
る
算
定
排

出
量
算
定
期
間
が
開
始
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
概
算
で
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る

。


